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金 五 百 円

プレミアム付き(20％ )商品券で
地元でお得なお買い物!

プレミアム付き商品券
（総額１億８千万円）発売

【販 売 価 格】　１セット10,000円（1,000円券10枚・500円券4枚　12,000円分）

	 500円券は地元店専用、1,000円券は全参加店共通

【販 売 限 度 額】　１戸当たり50,000円

	 ①本日、全世帯に配布される申込書にてご購入ください。

	 ②購入は先着順、完売次第終了です。

【発売日・場所】　第１回　６月28日（日）・29日（月）　中央公民館

	 	 ６月30日（火）～　　　　　会津坂下町商工会

	 第２回　７月26日（日）　　　　 　　中央公民館

	 	 ７月27日（月）～　　　　　会津坂下町商工会

【利 用 期 間】	 ７月１日（水）～ 12月31日（木）

【取 扱 店 舗】	 本日、別に配布されるチラシをご覧ください。

【問い合わせ先】	 会津坂下町商工会　☎	83－3139

　町では、町内施工業者への発注・施工による住宅改修費用を支援するため、プレミアム住まいる券を交付します。

【対象工事】	 個人住宅及び店舗兼用住宅のリフォーム工事など

	 ※12月末までに工事が完了するもの

【発 行 額】	 対象工事の10％分を交付します。　交付限度額10万円（千円単位）

【申込受付】	 10月23日（金）まで　※申請受付中（先着順）

【そ の 他】	 詳細は、４月10日配布の『募集開始のお知らせ』をご覧ください。

【問い合わせ先】	 建設課　都市土木班　☎	84－1506

○プレミアム付き商品券（こたけちゃん商品券）

○多子世帯子育て応援商品券

○プレミアム住まいる券

☆アンケートにご協力ください
　プレミアム付き商品券などは国の地方創生にかかる地域消費喚起・生活支援型交付金を活用しています。

商品券などの購入の際にアンケートをお渡ししますので、今後の施策に活かすため、ご協力をお願いします。

　町では、多子世帯の子育てを応援するため、子育て応援商品券を交付します。

【対　　象】　町内に住所があり、18歳未満（平成９年４月２日以降生まれ）のお子さんが３人以上いる世帯

【交 付 額】　第３子以降の人数に応じ10,000円

	 （例）　18歳未満のお子さんが４人の場合　

	 　　　10,000円×２人（第3.4子分）＝20,000円

【申　　請】　申請期間は６月２日（火）～６月30日（火）です。忘れずに申請してください。

	 ６月17日（水）～６月23日（火）は午後７時まで受付窓口を延長します。（土日を除く。）

	 ６月１日から対象者へ申請書を送付します。

【申請場所】	 役場南分庁舎（旧福島銀行）

【そ の 他】	 商品券の利用できる商店および利用期間は、上記のプレミアム付き商品券と同じです。

【問い合わせ先】	 子ども課　子ども支援班　☎	84－3712

６月28日(日)から
販売開始!!

あいづばんげを
元気にしよう!!
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平成27年度
「子育て世帯臨時特例給付金」申請受付中

　消費税率引上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措

置として「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。

　この給付金を受け取るには、平成27年５月31日時点で住民票のある市区町村への

申請が必要になります。 

　対象となる方は、申請期間内に申請していただくようお願いします。 

支給要件・申請方法 会津坂下町での支給対象者

※ 該当される方には申請書を直接郵送してあります。

　子育て世帯臨時特例給付金の該当者で、平成27年度児童手当現況届の提出

が必要な方には、６月上旬に児童手当現況届と一緒に郵送してあります。

※ 住民税の申告をしていない（未申告）方は、支給対象になりませんので、

 　必ず申告をしてください。

 ［支給対象者］

　　次の全ての要件を満たす方が対象です。 

　　１. 平成27年５月31日現在　会津坂下町に住所を有すること。

　　２. 平成27年６月分の児童手当の受給者であること。

　　　  平成27年６月分の特例給付の受給者は支給対象になりません。

※特例給付の受給者とは、平成26年中の所得が、児童手当の所得制限限度額以上である方(児童１人

　当たり月額一律5,000円が支給されている方)をいいます。

※所得制限限度額は、扶養親族の数で変わりますが、概ね620万円を超える所得になります。

 ［支給額］

　　対象児童１人につき　 3,000円

 ［対象児童］

　　平成27年６月分の児童手当の対象となる児童 

※「臨時福祉給付金」の対象となる児童及び生活保護制度の被保護者にあたる児童についても対象となり

　ます。臨時福祉給付金の対象となる場合は、別途申請が必要となり申請受付は８月頃を予定しています。

　なお、該当者には申請書が届きます。

※〈注意点〉平成27年６月１日から給付金の支給決定までの間に亡くなられた児童は対象外になります。

 ［申請方法］

　　申請期間　６月２日（火）～ ９月30日（水） 

　　提出書類　子育て世帯臨時特例給付金（平成27年度）申請書（請求書）　

　　　　　　　※児童手当入金口座以外の口座を希望される場合は、次の書類が必要です。

　　　　　　　　本人確認書類(運転免許証、保険証などの写し)、通帳の写し

　　申請・問い合わせ先 

　　　　　　　　子ども課　子ども支援班（南分庁舎１階）

　　　　　　　　☎ 84―3712 （内線406） 

子ども課　子ども支援班からのお知らせ
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総務課　危機管理班からのお知らせ

第１編　総則編
総則 計画の目的および方針などを記載

会津坂下町の概要 災害要因・住民の責務などを記載

第２編　一般災害対策編

災害予防計画災害
災害を予防するために平常時から事前準備として

行う対策

応急対策計画災害 大規模な災害が発生した場合の対策

復旧対策計画 被災からの復旧・復興対策

第３編　地震災害対策編

総則
計画の目的および方針や会津坂下町の地震災害な

どを記載

災害予防計画
地震災害に対応するため平常時から事前準備とし

て行う対策

災害応急対策計画 大規模な地震災害が発生した場合の対策

災害復旧対策計画 被災からの復旧・復興対策

第４編　事故対策編
総則、航空災害対策、鉄道災害対策、道路災害対策、危険物等災害対策、

大規模な火事災害対策、林野火災対策

第５編　原子力災害対策編
総則 ( 原子力防災対策の特殊性および複合災害への備え )、原子力災害

事前準備、原子力災害応急対応、原子力災害中長期対策

参考・資料編 防災関係条例、用語の解説、土砂災害危険箇所、指定避難所他

拘束力 避難情報 状況（町の行動） 住民の方々に求める行動

弱

避難準備

情報

人的被害が発生するおそれが高まった状況

住民の方々に避難の準備を促し、避難に時間がかかる

避難行動要支援者の方々に速やかに安全な場所（指定

避難所）に避難していただくために発令します。

避難に時間がかかる避難行動要

支援者を、地域の住民の方々は

声をかけあって支援し避難行動

を開始してください。

避難勧告

人的被害が発生する可能性が明らかに高まった状況

対象地区の住民の方々に対し、避難の為の立ち退きを

勧め、または促すために発令します。

住民の方々と声をかけあって、

全ての方が避難を開始してくだ

さい。

強

避難指示

人的被害が発生する危険性が非常に高まった状況

被害が発生する危険性が目前に迫っている場合に速や

かに避難させるために発令します。

避難していない場合は、速やか

に避難しましょう。

〇　計画の体系

　　会津坂下町地域防災計画は、５編で構成し、それぞれの災害について定めています。

〇　避難行動

※	屋外を移動して避難することによりかえって危険がおよぶおそれがある場合に限り、

　	屋内での退避など安全確保の措置を指示することもあります。

この地域防災計画は、中央公民館図書室や町ホームページで閲覧できます。

〇　指定避難所の見直し

　≪新たに「健康管理センター」を福祉避難所として指定しました≫

　一般の避難所では生活することが困難な要配慮者を、健康状態に応じて安心して避難生活ができ

る体制を整備します。（開設期間は、原則、災害発生の日から起算して７日以内とします。）

災害発生 指定避難所 避難者の状態に応じた対応

⇒ ⇒

安否確認・避難支援 専門職などによるアセスメント

指定避難所

福祉避難所

緊急入所

緊急入院

【問い合わせ先】　総務課　危機管理班　☎ ８４―１５３３
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地域防災計画（平成26年修正）を策定しました

公助：町や防災関係機関などによる救助活動や支

援物資の提供など「公的支援のこと」

共助：地域の要配慮者の避難に協力したり、地域

の方々と協力して消火・救助活動を行うなど「周り

の人たちと助け合うこと」

自助：家庭で日頃から災害に備えたり、災害時に

は事前に避難準備したりするなど「自分で守るこ

と」

　「会津坂下町地域防災計画」は、「災害対策基本法」第42条規定に基づき、会津坂下町防災会議が

作成するものです。

　災害対策基本法第２条第１号で規定している災害に関し、町民、事業者、防災関係機関等が相互

に連携し、「自助」「共助」「公助」を実現し、その所掌する災害予防対策、災害応急対策、復旧対

策を実施することにより、地域や町民の方々の生命、身体および財産を災害から守ることを目的と

しています。

　会津坂下町防災会議（会長：会津坂下町長、構成機関24機関、委員総数32名）では、大雨、地震、

さらには、原子力災害の発生など、様々な災害に対応するため、「会津坂下町地域防災計画」を策定

しました。

〇　改正の背景

　町では、阪神・淡路大震災を契機として、平成17年に全面見直しを行いましたが、直後に中越地震、

平成23年３月には東日本大震災、また全国的に発生している自然災害の教訓を生かして、防災基本計

画と福島県地域防災計画が改正されました。

　こうした背景をもとに、会津坂下町地域防災計画を全面改正しました。

〇　改正の基本方針

　（１）過去の大災害などからの教訓を反映する。

　（２）自助・共助・公助の役割を再度明確化し、それぞれの主体の力を強めるための方策を一層推

　　		進する。
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